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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被験者の尿温を測定する尿温測定手段と、
前記尿温測定手段による測定結果を予め設定された表示パターンで表示する表示手段と、
を備えた尿温測定装置において、
前記測定結果を記憶する測定結果記憶手段と、
前記尿温の測定を実施した時刻である測定実施時刻と、予め被験者毎に定められた起床時
間帯と、に関連付けられた所定の選択基準に基づいて、予め記憶されている複数の表示パ
ターンのうちから１つを、前記測定結果を表示する表示パターンとして選択する表示パタ
ーン選択手段と、
選択された前記表示パターンに対応する表示データを作成する表示データ作成手段と、
作成された前記表示データを前記表示手段に表示する表示制御手段と、を有し、
前記表示データ作成手段は、前記尿温の測定が終了する毎に、前記表示パターン選択手段
によって選択された前記表示パターンに対応する過去の測定結果を前記測定結果記憶手段
から取り出し、当該過去の測定結果と最新の測定結果とに基づいて、前記表示データを作
成することを特徴とする尿温測定装置。
【請求項２】
前記複数の表示パターンは、前記尿温測定手段による前記測定結果を、日付を表示単位と
した履歴グラフとして表示する日別尿温表示パターンを含むものであり、
前記表示パターン選択手段は、前記測定実施時刻が、前記起床時間帯において最初の測定
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のものであるときには、前記日別尿温表示パターンを選択することを特徴とする請求項１
に記載の尿温測定装置。
【請求項３】
前記尿温測定手段による前記測定結果を被験者の睡眠時間のデータに基づいて補正する補
正手段を備え、
前記表示データ作成手段は、前記睡眠時間が所定の範囲外のときに、前記補正手段による
前記補正後の測定結果を用いて、選択された前記日別尿温表示パターンに対応した前記表
示データを作成することを特徴とする請求項２に記載の尿温測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、尿温測定装置に関し、特に、被験者の排泄する尿の温度である尿温を測定し
、該測定結果に基づいて作成された表示データを予め設定された表示パターンで表示手段
に表示する尿温測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人体の体温測定は、病気等の体調不良時に行なわれるだけでなく、健康管理の指標を得
ることを目的とする場合にも行なわれる。そのため、従来より、被験者の健康管理のため
に体温を測定し、該測定結果に基づいて作成された表示データを予め設定された表示パタ
ーンで表示手段に表示する体温測定装置が種々提案されている。これら従来の体温測定装
置では、体温の測定結果を、種々の目的に応じた様々な表示パターンで表示手段に表示す
ることが行われている。
【０００３】
　例えば、婦人体温計における技術であるが、妊娠や避妊を行ううえで重要な情報である
婦女子の基礎体温の確認に利用することを目的として、測定時点における体温測定結果に
加えて過去の体温測定結果も表示するものや（例えば、特許文献１参照）、測定時刻によ
って体温測定の目的に応じた優先度を体温測定結果に付与し、付与した優先度に応じて、
体温測定結果の採用、不採用を判定して表示形態を切替えるものが知られている（例えば
、特許文献２参照）。
【０００４】
　一方、一般に被験者の排泄する尿の温度が被験者の体温とほぼ一致するという知見に基
づき、体温を測定する代わりにこの尿の温度を測定する尿温測定装置も考えられている。
【０００５】
　例えば、被験者の尿温を測定し、測定結果として測定時点における尿温度を表示手段に
表示するものが知られている（例えば、特許文献３参照）。
【特許文献１】特開平７－０２７６２０号公報
【特許文献２】特開平１０－１９７３５６号公報
【特許文献３】特開昭６３－１７６５３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、人体の安静時の体温は、個人によって異なるだけでなく、同じ個人でも一日の
中で測定時刻によってもわずかな量ではあるが変化することが知られている。従って、こ
の場合の体温測定は、その健康管理の目的に応じて測定環境が制限されることもある。例
えば、婦女子の生理的周期を知るための個人の基礎体温の測定では、被験者が起床した直
後に測定する体温が採用される。また、別の健康管理のためには、性別に関わらず長期的
な体温の履歴データが必要とされる場合もある。すなわち、一概に健康管理の指標として
の体温測定といってもその目的に応じた測定データの処理が必要となる。
【０００７】
　一方、尿温測定装置では、脇下や舌下による一般的な体温測定と異なり、尿温（体温）
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の測定が排尿行為を利用して行われることから、１日に複数回排尿行為が行われてその都
度測定も行なわれた場合、１日に複数の尿温測定結果が得られることも想定される。また
、その測定時刻も排尿行為時刻に依存するため、特定の健康管理項目には合致した測定環
境（例えば時刻）ではないため、その健康管理項目の測定値としては採用できない場合も
想定される。
【０００８】
　しかしながら、上記した従来技術では、測定時点における体温（尿温）の測定結果や過
去の測定結果が表示手段に表示されるものの、これらの測定結果が、測定時点において被
験者の所望する健康管理項目に適切な表示パターンで表示されるとは限らない。
【０００９】
　すなわち、これらの従来技術では、測定結果を単に表示するための工夫や、あるいは、
体温（尿温）の測定の目的を特定の健康管理目的だけに限定したものとして構成されてい
るため、健康管理項目に合致する測定結果以外の測定結果はただ単に記録として表示され
るに過ぎない。このため、適切な処理を行えば色々な健康管理目的に使用できる測定結果
の活用度としては不十分なものであった。
【００１０】
　ところが、このような特定の健康管理項目に合致した測定環境であるかどうかの判断に
はある程度の知識が必要であるため、不特定多数の使用者を被験者として扱う場合におい
て、測定結果の有効活用を図ることは困難であった。
【００１１】
　そこで、本発明は、このような被験者による複雑な判断を必要とせずに測定環境に合わ
せて最も適切な表示パターンを選択して、尿温の測定結果を被験者に提示し、その結果、
被験者が自己の健康管理に関する適切な情報を容易に取得することを可能として、健康管
理を効率良く行なうことを実現することのできる利便性の高い尿温測定装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、被験者の尿温を測定する尿温測定手
段と、
前記尿温測定手段による測定結果を予め設定された表示パターンで表示する表示手段と、
を備えた尿温測定装置において、
前記測定結果を記憶する測定結果記憶手段と、
前記尿温の測定を実施した時刻である測定実施時刻と、予め被験者毎に定められた起床時
間帯と、に関連付けられた所定の選択基準に基づいて、予め記憶されている複数の表示パ
ターンのうちから１つを、前記測定結果を表示する表示パターンとして選択する表示パタ
ーン選択手段と、
選択された前記表示パターンに対応する表示データを作成する表示データ作成手段と、
作成された前記表示データを前記表示手段に表示する表示制御手段と、を有し、
前記表示データ作成手段は、前記尿温の測定が終了する毎に、前記表示パターン選択手段
によって選択された前記表示パターンに対応する過去の測定結果を前記測定結果記憶手段
から取り出し、当該過去の測定結果と最新の測定結果とに基づいて、前記表示データを作
成することを特徴とする。
【００１４】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記複数の表示パターンは、
前記尿温測定手段による前記測定結果を、日付を表示単位とした履歴グラフとして表示す
る日別尿温表示パターンを含むものであり、
前記表示パターン選択手段は、前記測定実施時刻が、前記起床時間帯において最初の測定
のものであるときには、前記日別尿温表示パターンを選択することを特徴とする。
【００１５】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、前記尿温測定手段による前記
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測定結果を被験者の睡眠時間のデータに基づいて補正する補正手段を備え、
前記表示データ作成手段は、前記睡眠時間が所定の範囲外のときに、前記補正手段による
前記補正後の測定結果を用いて、選択された前記日別尿温表示パターンに対応した前記表
示データを作成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
請求項１に記載の発明によれば、被験者が通常の排尿を行うだけで測定時の測定環境に最
適な表示パターンが自動的に選択され、尿温の測定結果を適切な表示パターンで被験者に
提示することができるため、被験者における自己の健康管理を効率化することが可能とな
る。また、尿温測定を実施した時刻によって異なる被験者の体温変動リズムに応じて、最
適な表示パターンを自動的に選択表示することができるため、被験者は一日の何時排尿し
てもその尿温測定に相応しい形の健康情報を得ることが可能となる。その結果、被験者に
おける自己の健康管理を効率化することができる。
【００１８】
請求項２に記載の発明によれば、被験者が起床してから初めて尿温を測定する場合には、
この時間帯に測定して得られる尿温は、被験者の体調と関係する基礎体温と密接な相関関
係があるため、日別尿温表示パターンで尿温を確認することで、日単位の基礎体温の変動
を目視で確認することができるため、体調の変動状況を被験者自身で容易に把握できる。
【００１９】
請求項３に記載の発明によれば、被験者の睡眠時間の長短に関わらず、補正後の正確な測
定結果を得られることから、睡眠時間と連動しがちな起床時刻に対する基礎体温観察にお
ける制約も緩くなるため、起床時の尿温値として採用できなかった尿温値も採用すること
が可能となるため、被験者の就寝時刻や起床時刻が不規則であっても基礎体温を確認する
ことが可能となる。その結果、被験者の生活の自由度が増して測定の利便性を向上するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に、本発明に係る尿温測定装置の実施形態について、図面を参照して具体的に説明
する。なお、以下の説明では、本発明に係る尿温測定装置を、尿温測定用トイレ装置に適
用した場合を例に挙げて説明を行うが、本発明は、これに限定されるものではなく、婦人
体温計などの各種体温計にも適用することができる。
【００２１】
　［１．第１実施形態］
　図１に本発明を適用した尿温測定装置の第１実施形態である尿温測定用トイレ装置１の
概略を示す。図１は、尿温測定用トイレ装置１全体の外観構成を示した概略図を示してい
る。
【００２２】
　尿温測定用トイレ装置１は、被験者Ｐの排泄する尿の温度を測定することのできるトイ
レ装置であり、図１に示すように、被験者Ｐが排泄する尿の温度（以下、尿温）を測定す
る機能部を備えた便器装置１０と、便器装置１０の動作を遠隔的に制御すると共に、便器
装置１０により測定した尿温の測定結果を表示する機能を備えたリモコン装置３０と、よ
り構成されている。便器装置１０とリモコン装置３０とは無線通信可能に構成されている
。
【００２３】
　便器装置１０は、便器本体１２と、便器本体１２の上部に載設され、被験者Ｐが便器本
体１２のボール部１２ａに向って排泄する尿を受けてその温度（尿温）を測定する尿温測
定手段である尿温測定部２０等を有する尿温測定装置本体部１４と、より構成されている
。
【００２４】
　尿温測定装置本体部１４のケーシング１４ａには、それぞれ上下回動自在に枢着された
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便座１６及び便蓋１８がそれぞれ上下回動自在に枢着されている。
【００２５】
　また、リモコン装置３０は、トイレブースの壁面Ｗに取り付けられており、被験者Ｐは
、便器装置１０の便座１６に着座した状態で壁面Ｗに取り付けられたリモコン装置３０を
操作する。便器装置１０における尿温の測定結果は、便器装置１０において所定の表示デ
ータに変換され、無線通信によってリモコン装置３０に送信された後、予め設定された表
示パターンでリモコン装置３０に表示される。
【００２６】
　このようにすることにより、被験者Ｐはリモコン装置３０に表示されている、尿温測定
部２０による尿温の測定結果を確認して自己の体温としての尿温を確認することができる
ようにしている。
【００２７】
　次に、尿温測定用トイレ装置１の全体構成について図２を参照して更に詳細に説明する
。図２は、尿温測定用トイレ装置１が備えた便器装置１０及びリモコン装置３０のブロッ
ク構成図である。
【００２８】
　図２に示すように、便器装置１０は、本発明における尿温測定手段である尿温測定部２
０と、尿温測定部２０による被験者Ｐの尿温測定結果（以下、測定結果と言う。）を測定
毎に記憶する測定結果記憶手段として機能するとともに、ワーキングメモリとして機能す
るＲＡＭ２２ｂと、リモコン装置３０との間で各種制御信号や尿温測定部２０による測定
結果情報等を送受信する通信部２４と、時刻を計時する計時部２６と、尿温測定部２０、
ＲＡＭ２２ｂ、通信部２４、及び計時部２６の動作等、便器装置１０全体の動作を制御す
るＣＰＵ２２ａと、ＣＰＵ２２ａが便器装置１０全体の動作を制御するために実行する各
種プログラムや、リモコン装置３０に表示する表示パターン等を記憶するＲＯＭ２２ｃと
、を備えている。
【００２９】
　尿温測定部２０は、ＣＰＵ２２ａによる制御に従って便器本体１２のボール部１２ａ内
に向けて進退自在に可動する可動アーム（図示せず）と、可動アームのボール部１２ａ側
の先端部に取り付けられ被験者Ｐが排泄する尿を受ける受尿容器（図示せず）と、その受
尿容器の底部付近に内蔵され尿の温度を検知するサーミスタ等の感温素子（図示せず）と
、により構成されている。
【００３０】
　ＲＯＭ２２ｃに記憶されている表示パターンは、便器装置１０のＣＰＵ２２ａが、尿温
測定部２０による測定結果に基づいて作成する表示データをリモコン装置３０に表示する
際に参照するものであり、詳細は後述するが、ＲＯＭ２２ｃには、測定結果を過去の測定
結果等と対比して表示する複数の表示パターンが予め記憶されている。
【００３１】
　そして、本実施形態における便器装置１０では、被験者Ｐの尿温の測定結果に基づいて
表示データを作成すると共に、ＲＯＭ２２ｃに記憶された複数の表示パターンのうちいず
れか１つの表示パターンを選択して、表示データを上記選択した表示パターンでリモコン
装置３０に表示するようにしている。被験者Ｐは、これら表示パターンでリモコン装置３
０に表示される尿温の測定結果を過去の測定結果を含めた形で確認することにより、自己
の発熱過程やその状態、基礎体温の現在までの変動状況を確認することができるようにな
っている。
【００３２】
　また、リモコン装置３０は、尿温測定用トイレ装置１の有する各種の機能を動作させる
ための操作ボタン類を備えた操作部３２と、時刻、便器装置１０の動作状態、便器装置１
０における尿温の測定結果などを表示する本発明における表示手段である表示部３４と、
便器装置１０との間で各種制御信号を送受信する通信部３８と、表示部３４や通信部３８
の動作等のリモコン装置３０全体の動作を制御するリモコン制御部３６と、を備えている
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。
【００３３】
　そして操作部３２は、図示を省略するが、尿温の測定を行なう際に被験者Ｐが操作する
測定開始ボタンや測定終了ボタン等の測定操作ボタン群、被験者Ｐの起床時刻帯等の個人
情報を設定入力するため起床時刻帯設定ボタン等の設定ボタン群、尿温の測定を終了した
後や便器装置１０を単に用便のためだけに使用した後に、便器本体１２を洗浄する際に操
作する便器洗浄ボタン等の便器操作ボタン群、などの各種ボタンを備えている。
【００３４】
　またリモコン制御部３６は、ＣＰＵ３６ａと、各種設定内容などを記憶するワーキング
メモリとして機能するＲＡＭ３６ｂと、ＣＰＵ３６ａが実行する各種プログラム等を記憶
するＲＯＭ３６ｃと、を備えている。
【００３５】
　なお、本実施形態では、リモコン装置３０と便器装置１０とを別体として構成している
が、これに限らず、リモコン装置３０自体を便器装置１０に組み込んで一体化した構成と
することもできる。
【００３６】
　上記のように構成した便器装置１０とリモコン装置３０とよりなる尿温測定用トイレ装
置１の第１実施形態における尿温の測定の手順を、図３及び図４に示す動作フローチャー
トにより以下に説明する。
【００３７】
　なお、本実施形態では、尿温測定用トイレ装置１において尿温を測定する尿温測定処理
を開始する前に、被験者Ｐがリモコン装置３０を操作することにより、尿温測定用トイレ
装置１に対して被験者Ｐの起床時間帯等の個人情報を被験者毎に予め設定する測定予備処
理を実行するようにしている。したがって、以下では、測定予備処理について説明した後
に、尿温測定処理について説明を行う。
【００３８】
　図３は、尿温測定用トイレ装置１の測定予備処理を示す動作フローチャート、図４は、
尿温測定用トイレ装置1の尿温測定処理を示す動作フローチャート、図５及び図６は、尿
温測定用トイレ装置１が備えた便器装置１０のＲＯＭ２２ｃに記憶された複数の表示パタ
ーンの具体例を示す図である。なお、本実施形態では、被験者Ｐが尿温測定用トイレ装置
１にて基礎体温の変化状況を知るため起床直後の尿温の測定を行う場合の手順を説明する
。
【００３９】
　図３に示すように、まず、尿温測定用トイレ装置１における尿温の測定を行う前、例え
ば、尿温測定を行う日の前日までに、被験者Ｐは、リモコン装置３０の操作部３２におけ
る起床時刻設定ボタン（図示せず）を押圧操作して、自分の標準的な起床時刻を設定入力
する（ステップＳ１０）。
【００４０】
　被験者Ｐの標準的な起床時刻が操作部３２の操作により入力されると、リモコン装置３
０におけるＣＰＵ３６ａは、入力された起床時刻の情報を基にして起床時間帯を決定しＲ
ＡＭ３６ｂへ記憶するとともに、通信部３８を介して便器装置１０へ送信する。
【００４１】
　ここで、基礎体温は、体内活動が基礎代謝分のエネルギーのみを消費する活動状態であ
るときの体温であり、一般的には起床直後に測定した体温とほぼ等しいとされている。し
たがって、測定結果を整理する場合はこの起床直後の測定結果か否かの判断が必要となる
が、この判断を行うためには起床時刻の情報と測定時刻の情報とが必要となる。このうち
測定時刻は尿温測定用トイレ装置１が計時手段（計時部２６）を備えることで容易に取得
することが可能であるが、被験者Ｐの起床時刻は一定ではないため予め入力しておくこと
は出来ず、また、測定の都度被験者が手入力することも手間を要する。
【００４２】
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　したがって、本実施形態では、この起床時刻情報は被験者個々の起床時刻を中心として
設定される起床時間帯を決定し、この起床時間帯をＲＡＭ３６ｂへ記憶するようにしてい
る。例えば、通常、午前７時に起床している被験者であれば、起床時刻幅を起床時刻の前
後２時間とし、午前５時から午前９時までを起床時間帯として、決定する。
【００４３】
　起床時間帯の情報を通信部２４を介して受信すると、便器装置１０におけるＣＰＵ２２
ａは、受信した起床時間帯の情報をＲＡＭ２２ｂへ記憶する。これにより、便器装置１０
に対して被験者Ｐの起床時間帯が設定される（ステップＳ１１）。この処理が終了すると
、便器装置１０におけるＣＰＵ２２ａは、一連の測定予備処理を終了する。
【００４４】
　次に、尿温測定用トイレ装置1の尿温測定動作について図４を用いて以下に説明する。
【００４５】
　まず、尿温測定の当日に被験者Ｐがトイレブースに入室した時点では、上記した測定予
備処理によって、便器装置１０のＲＡＭ２２ｂに被験者Ｐの起床時間帯が記憶された状態
となっている。
【００４６】
　この状態のときに、図４に示すように、尿温測定用トイレ装置１における尿温の測定を
開始すべく、被験者Ｐが便座１６に着座した状態で、リモコン装置３０の操作部３２にお
ける測定開始ボタンを押圧操作する（ステップＳ２１）。
【００４７】
　この押圧操作に基づいて、リモコン装置３０のＣＰＵ３６ａは、尿温測定を開始させる
ための制御信号を通信部３８を介して便器装置１０へ送信すると尿温測定動作が開始され
る。
【００４８】
　そして、通信部２４を介して前記制御信号を受信した便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、
測定準備動作として尿温測定部２０の可動アーム（図示せず）を駆動制御し、受尿容器（
図示せず）を便器本体１２のボール部１２ａ内に進出させた測定待機状態とする（ステッ
プＳ２２）。
【００４９】
　次に、被験者Ｐは、便座１６に着座した状態で受尿容器に向けて尿を排出（排尿）し、
受尿容器内の感温素子（図示せず）により尿の温度が検出されることによって被験者Ｐの
尿温の計測が行なわれる（ステップＳ２３）。
【００５０】
　このとき、便器装置１０の尿温測定部２０では、感温素子（図示せず）が被験者Ｐの排
泄する尿中に浸漬され、この感温素子からの温度に比例した検出信号が尿温測定部２０か
らの尿温の検出信号として便器装置１０のＣＰＵ２２ａへ入力される。
【００５１】
　便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定部２０から尿温の検出信号を受信すると、計
時部２６が計時するその時点での時刻を、尿温測定部２０により被験者Ｐの尿温の測定を
実施した時刻（尿温測定部２０の測定実施時刻と言う。）としてＲＡＭ２２ｂに記憶する
。
【００５２】
　また、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定部２０から入力された検出信号に基づ
いて被験者Ｐのその時点での尿温の測定値を算出し、その尿温測定値のデータをＲＡＭ２
２ｂに記憶する。
【００５３】
　このようにして、便器装置１０では、測定開始ボタンが押圧操作されてから測定終了ボ
タンが押圧操作されるまでの間の尿温測定値の時間的変化挙動が測定され、その尿温測定
値のデータがリアルタイムでＲＡＭ２２ｂに記憶される。
【００５４】



(8) JP 5200617 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

　なお、便器装置１０のＣＰＵ２２ａの制御によって、ＲＡＭ２２ｂに記憶した尿温の測
定値のデータを直ちに連続してリモコン装置３０へ送信し、リモコン装置３０の表示部３
４に尿温の測定値の時間的変化挙動をリアルタイムで表示するように構成することもでき
る。
【００５５】
　次に、被験者Ｐが、排尿を終えた後、リモコン装置３０の操作部３２における測定終了
ボタンを押圧操作すると、リモコン装置３０のＣＰＵ３６ａは、これを検知して尿温測定
を終了させるための制御信号を通信部３８を介して便器装置１０へ送信する（ステップＳ
２４）。
【００５６】
　そして、通信部２４を介して前記制御信号を受信した便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、
尿温測定部２０を駆動制御し、可動アーム（図示せず）を便器本体１２のボール部１２ａ
内から退去させた測定終了状態とする。この状態で、必要に応じて尿温測定部２０におけ
る可動アーム、受尿容器、及び感温素子の洗浄を実行するように構成してもよい。
【００５７】
　なお、リモコン装置３０に測定終了スイッチを設けずに、ステップＳ２３でＲＡＭ２２
ｂに記憶される現時点での尿温の測定値が、所定の閾値を所定の時間だけ継続して下回っ
た場合に、尿温の測定を終了するようにしてもよい。
【００５８】
　次に、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定部２０による尿温の計測が正常に行わ
れたか否かを判断する処理を行なう（ステップＳ２５）。
【００５９】
　ここで、尿温測定部２０における受尿容器内に設けられた感温素子であるサーミスタで
は、被計測物である尿の真の温度を検知するまでの応答時間が、サーミスタ表面を通過す
る尿の接触時間に比べてそれ程短くはない。このため、サーミスタにより正確な尿の温度
を得るためには、サーミスタ表面が尿に所定時間以上接触して安定した温度信号の出力を
している必要がある。ここで上記所定時間は少なくとも上記応答時間以上であり、受尿容
器内のサーミスタの設置状態にも影響されるため、実施形態によって決まるものである。
【００６０】
　仮に、サーミスタ表面が尿に上記所定時間以上接触していない状態で尿温の計測を行う
と、サーミスタは、実際の尿温と異なる温度を計測することとなる。したがって、このよ
うな不適当な状態で尿温を計測することを回避するため、尿温測定部２０における尿温の
計測状態の判断を行う必要がある。
【００６１】
　そこで、尿温測定部２０における尿温の計測状態を判断するために、本実施形態では、
サーミスタにおける温度計測値の出力状態を確認している。すなわち、サーミスタ表面が
尿に所定時間以上接触している場合には、サーミスタの温度計測値は安定した飽和状態と
なり、サーミスタ表面が尿に所定時間以上接触していない場合には、得られるサーミスタ
の温度計測値は安定しない非飽和状態となることを利用して尿温測定部２０における尿温
の計測状態の判断を行う。
【００６２】
　具体的には、排尿時にリアルタイムで連続計測して得られる各尿温計測値を計測サンプ
リング値としてＲＡＭ２２ｂに記憶していき、新たな回のサンプリング値に対して直前の
回のサンプリング値との差を算出し、この差が所定値以下となる場合を一回とカウントす
る。そしてこれが５回連続してカウントされてサンプリング値が安定したときを、計測値
が飽和したときとみなしてこの飽和状態が出現したか否かにより、尿温測定部２０による
尿温の計測が正常に行われたか否かを判断する。そして、そのときのサンプリング値の飽
和値を以下では飽和温度とする。
【００６３】
　上記判断の結果、尿温の計測サンプリング値が飽和せず、尿温測定部２０による尿温の
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測定が正常に行われなかったと判断すると、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、その旨の信
号をリモコン装置３０へ送信し、リモコン装置３０の表示部３４に「測定不適当」の文字
情報が表示され、尿温測定処理が終了される（ステップＳ２６）。
【００６４】
　一方、判断の結果、尿温の計測サンプリング値が飽和し、尿温測定部２０による尿温の
測定が正常に行われたと判断すると、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、ステップＳ２５に
おける飽和温度を、尿温の計測値として決定する。
【００６５】
　次に、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、決定した尿温測定部２０による尿温の計測値が
所定範囲に含まれるか否かを判断する（ステップＳ２７）。
【００６６】
　このステップＳ２７の処理を実行するのは、例えば、便器装置１０に併設された衛生洗
浄装置（図示せず）の温風乾燥機能を使用した直後に尿温測定を実行した場合に、便器装
置１０内に設けた感温素子が高温の温風に晒されて、前述した飽和温度が異常な高温値と
なる可能性があることから、この飽和温度を尿温測定部２０における計測結果から除外す
るためである。
【００６７】
　すなわち、このステップＳ２７の処理では、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定
部２０による尿温の計測結果が、人間の体温として通常採用し得る適正範囲（約３５．５
℃～約４２．０℃）に含まれるか否かを判断する。例えば、尿温の計測結果が３５．５℃
を下回る場合や、４２．０℃を上回る場合には、適正範囲に含まれない異常値として判断
される。
【００６８】
　この処理の結果、尿温測定部２０における尿温の計測結果が所定範囲に含まれないと判
断すると、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、その旨の信号をリモコン装置３０へ送信し、
リモコン装置３０の表示部３４に「温度不適当」の文字情報が表示され、尿温測定処理が
終了される（ステップＳ２８）。
【００６９】
　一方、処理の結果、尿温測定部２０における尿温の計測結果が所定範囲に含まれると判
断すると、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、この尿温の計測結果を尿温測定部２０による
尿温の測定結果と最終認定して、測定実施時刻と関連付けてＲＡＭ２２ｂに記憶する（ス
テップＳ２９）。
【００７０】
　次に、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、ＲＡＭ２２ｂに記憶している尿温測定部２０の
今回の測定実施時刻を読み出し、その測定実施時刻に基づいて、ＲＯＭ２２ｃに予め記憶
された複数の表示パターンのうちいずれか１つの表示パターンを、リモコン装置３０にお
ける表示部３４に表示する表示パターンとして選択する以下で述べる処理（ステップＳ３
０、ステップＳ３１）を行う。
【００７１】
　ここで、ＲＯＭ２２ｃに予め記憶された複数の表示パターンの選択方法について説明す
る。
【００７２】
　本実施形態では、ＲＯＭ２９に記憶されている複数の尿温測定結果の表示パターンのう
ち、日付を測定履歴の表示単位としたグラフで表示する日別尿温表示パターンと、一日の
時刻を測定履歴の表示単位としたグラフで表示する時刻別尿温表示パターンと、がそれぞ
れ選択された場合を一例として説明する。
【００７３】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）は、日別尿温表示パターンの一例として本実施形態で使用さ
れている、横軸を日付、縦軸を測定結果の尿温とした日別尿温表示パターン４４を示す説
明図であり、図６は、時刻別尿温表示パターンの一例として同じく本実施形態で使用され
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ている、横軸を時刻、縦軸を尿温測定部２０による測定結果の尿温とした時刻別尿温表示
パターン４６を示す説明図である。
【００７４】
　日別尿温表示パターン４４では、過去の測定結果と最新の測定結果とを含む複数の測定
結果が測定日毎に表示されている。ここで表示される測定履歴としての過去の測定結果は
、後述するように、予め被験者単位で決めておく所定の起床時間帯に含まれる時刻に測定
された測定結果のみを対象としたものであり、それ以外の時刻に測定された測定結果は同
じ被験者のものであっても表示対象とはされない。
【００７５】
　すなわち、この日別尿温表示パターン４４で表示の対象となるデータは、個人毎に異な
る基礎体温に対応する起床時尿温と呼ぶ測定結果のみであるため、この表示パターンで表
示された尿温変動状態は被験者の基礎体温レベルを示していることとなる。従って、この
基礎体温レベルからの最新の測定結果の乖離状態は、基礎体温の変動状況でもあるため現
在の健康状態を判断する情報として有力なものとなる。
【００７６】
　図５（ａ）は、被験者が女性の場合の日別尿温表示パターン４４での表示の典型例を示
したものである。一般に、婦女子の基礎体温の履歴では、高温期と低温期とほぼ1か月単
位の長周期で基準レベル自体がシフト移動する変動を示すことから、日別尿温表示パター
ン４４で尿温の測定結果の履歴を日付単位の長期間の変動として表示することで、このよ
うに自己の基礎体温の基準レベル自体のシフト移動を確認して可妊期と避妊期とを識別す
ることが容易にできるため、妊娠や避妊などの健康管理を確実に行える。
【００７７】
　また、図５（ｂ）は、被験者が男性の場合の日別尿温表示パターン４４での表示の典型
例を示したものである。図５（ｂ）に示すように、男性の場合は基礎体温の基準レベル自
体のシフト移動は無いため、新たに測定した結果を参照表示することによって、測定結果
の長期間の変動状態や起床時尿温の基準レベルからの乖離状態を確認することが容易とな
るため、風邪による発熱の過程や測定時の健康状態を確認して、健康管理を確実に行なう
ことが可能となる。なお、この発熱過程や測定時の健康状態といった確認は、高温期と低
温期による基準レベル自体の移動を有する女性でも、判断の基準となる基準レベルを移動
させるだけで変動を有しない男性と同じように行なえることとなる。
【００７８】
　一方、時刻別尿温表示パターン４６では、図６に示すように、過去の測定結果と最新の
測定結果とを含む複数の測定結果が一日の時刻毎に区別されて表示されている。
【００７９】
　一般に、体温は、起床直前から上昇しその後昼頃から夕刻まで高温値を維持した後下降
を始めるという一日単位の周期性を持ったリズムである概日リズムを有しており、病気等
の原因で発熱すると、この概日リズムから乖離した体温となる。なお、この概日リズムは
、被験者それぞれの過去の通常時の尿温値を蓄積し、それらを測定時刻毎に分けてグラフ
化することにより求めることができる。
【００８０】
　従って、時刻別尿温表示パターン４６では過去に測定した尿温を同じ測定時刻別に重ね
て表示するとともに、新たに測定した結果をその測定時刻に相当する位置に参照表示する
ことによって、被験者は概日リズムからの乖離度合いを目視で容易に確認きるため、明ら
かな発熱の有無といった健康判断を的確に行なえることとなる。
【００８１】
　引き続き、図４を用いて尿温測定用トイレ装置１の動作を説明する。
【００８２】
　ステップＳ３０の処理において、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、ＲＡＭ２２ｂに記憶
している尿温測定部２０の今回の測定実施時刻を読み出すとともに、ＲＡＭ２２ｂに記憶
している予め登録された被験者Ｐの起床時間帯を読み出して、この測定実施時刻がこの起



(11) JP 5200617 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

床時間帯に含まれているか否かを判断する（ステップＳ３０）。
【００８３】
　この判断の結果、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは測定実施時刻が被験者Ｐの起床時間帯
に含まれていると判断すると、次に、尿温測定部２０による今回の尿温測定が、ＲＡＭ２
２ｂに記憶している被験者Ｐの起床時間帯における初回の測定であるか否かを判断する（
ステップＳ３１）。
【００８４】
　このステップＳ３１の処理を実行するのは、被験者によっては短時間で排泄する場合が
あり、その結果、同一日の起床時間帯で複数の測定結果が存在することも考えられる。こ
の場合は、より基準体温と相関の深いと考えられる最初の測定結果を、その日の起床時間
帯における測定値として認定するためである。
【００８５】
　この判断の結果、被験者Ｐの排尿行為が起床後の初回の排尿行為であると判断すると、
便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、ＲＯＭ２２ｃに記憶されている複数の表示パターン（図
５及び図６参照）のうち、図５に示す日別尿温表示パターン４４を選択する。なお、本実
施形態では、尿温測定部２０の測定実施時刻が、被験者Ｐの起床時間帯である午前５時か
ら午前９時までの時間帯に含まれていると、起床時間帯での測定と判断されて日別尿温表
示パターン４４が選択される。
【００８６】
　日別尿温表示パターン４４を選択すると、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定部
２０による過去の測定結果の中から起床時刻帯の最初の測定データと認定された測定結果
のみを、選択した日別尿温表示パターン４４に対応する日数の範囲分だけ、日単位でＲＡ
Ｍ２２ｂから取り出し、この日単位の過去の測定結果と、尿温測定部２０によって今回測
定した最新の測定結果とに基づいて、リモコン装置３０の表示部３４に表示する表示デー
タを作成する。このとき、ＣＰＵ２２ａは、表示データ作成手段として機能する。
【００８７】
　その後、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、作成した表示データを、通信部２４を介して
リモコン装置３０に送信する。
【００８８】
　表示データを通信部３８を介して受信すると、リモコン装置３０のＣＰＵ３６ａは、受
信した表示データを、図示しないＤ／Ａ変換器によりアナログの映像信号に変換し、表示
部３４へ送信する。これにより、表示部３４に、表示データが、図５に示す日別尿温表示
パターン４４で表示される（ステップＳ３２）。
【００８９】
　このようにして、被験者Ｐが予め設定した起床時間帯に初めて尿温を測定した場合には
、測定結果を日別尿温表示パターン４４で表示することで、被験者Ｐは自分の基礎体温の
日毎の変動を見て体調異変や生理期を確認することができるようにしている。
【００９０】
　一方、ステップＳ３０で尿温測定部２０の測定実施時刻が被験者Ｐの起床時間帯に含ま
れていないと判断すると、又は、ステップＳ３１で被験者Ｐの排尿行為が起床後の初回の
排尿行為でないと判断すると、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、ＲＯＭ２２ｃに記憶され
ている複数の表示パターンのうち、図６に示す時刻別尿温表示パターン４６を選択する。
【００９１】
　本実施形態では、尿温測定部２０の測定実施時刻が、被験者Ｐの起床時間帯として設定
された午前５時から午前９時までの時間帯を逸脱した時刻の場合、又は、この起床時間帯
ではあるがこの時間帯における初回の測定でない場合には、時刻別尿温表示パターン４６
が選択される。
【００９２】
　時刻別尿温表示パターン４６を選択すると、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定
部２０による過去の測定結果を、所定の日数の範囲分だけ、時刻単位でＲＡＭ２２ｂから
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取り出し、この時刻単位の過去の測定結果と、尿温測定部２０によって今回測定した最新
の測定結果とに基づいて、リモコン装置３０の表示部３４に表示する表示データを作成す
る。このとき、ＣＰＵ２２ａは、表示データ作成手段として機能する。
【００９３】
　その後、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、作成した表示データを、通信部２４を介して
リモコン装置３０に送信する。
【００９４】
　表示データを通信部３８を介して受信すると、リモコン装置３０のＣＰＵ３６ａは、受
信した表示データを、図示しないＤ／Ａ変換器によりアナログの映像信号に変換し、表示
部３４へ送信する。これにより、尿温測定結果に基づいて作成された表示データが、時刻
別尿温表示パターン４６で、表示部３４に表示される（ステップＳ３３）。このとき、便
器装置１０のＣＰＵ２２ａ及びリモコン装置３０のＣＰＵ３６ａは、表示制御手段として
機能する。
【００９５】
　このようにして、被験者Ｐが予め設定した起床時間帯での初回の測定以外の測定をした
場合には、測定結果を時刻別尿温表示パターン４６で表示することで、被験者Ｐは自己の
概日リズム見て発熱等の体調異変を確認することができるようにしている。
【００９６】
　次に、尿温測定結果に基づいて作成された表示データが、日別尿温表示パターン４４又
は時刻別尿温表示パターン４６で表示部３４に表示されて所定時間以上経過すると、便器
装置１０のＣＰＵ２２ａは、表示データの表示を終了させる旨の制御信号を通信部２４を
介してリモコン装置３０へ送信する。通信部３８を介して上記制御信号を受信したリモコ
ン装置３０のＣＰＵ３６ａは、表示部３４の表示を終了させると共に、便器装置１０のＣ
ＰＵ２２ａは、次回の尿温測定処理を実行するために必要な測定準備動作を実行し、尿温
測定用トイレ装置１における一連の尿温測定処理が終了する（ステップＳ３４）。
【００９７】
　以上説明してきたように、本実施形態における尿温測定用トイレ装置１では、尿温測定
部２０によって測定した尿温の測定結果を、尿温の測定毎に、所定の選択基準に基づいて
、予め設定された複数の表示パターンのうちから１つの表示パターンを選択し、尿温測定
部２０によって尿温の測定が終了したときに、尿温測定部２０における過去の測定結果と
最新の測定結果とを含む複数の測定結果に基づいて、表示データを作成し、この表示デー
タを選択された表示パターンでリモコン装置３０の表示部３４に表示するように構成して
いるため、被験者Ｐが通常の排尿を行うだけで被験者Ｐにおける測定環境（尿温の測定実
施時刻など）に最適な表示パターンが自動的に選択され、尿温の測定結果を適切な表示パ
ターンで被験者に提示することができ、その結果、被験者に体温を活用した健康管理の知
識が十分に無くとも、被験者自身の測定環境に合致した適切な表示パターンで測定結果を
確認することで、測定結果を自己の健康管理へ十分に活用することができる。
【００９８】
　なお、本実施形態では、尿温測定結果を、便器装置１０によって選択された表示パター
ンでリモコン装置３０の表示部３４に表示しているが、これに限らず、日別尿温表示パタ
ーン４４と時刻別尿温表示パターン４６とを外部から強制的に切替可能としてもよい。こ
の場合、リモコン装置３０における操作部３２に、表示パターンの表示切替用のボタンを
設けて使用者が手動で切り替えられるようにして、自己の基礎体温変動と概日リズムの双
方を任意に参照できるようにするとよい。
【００９９】
　［２．第２実施形態］
　次に、本発明を適用した第２実施形態について以下に説明する。なお、第２実施形態で
は、第１実施形態における便器装置１０のＣＰＵ２２ａに、被験者Ｐの睡眠時間のデータ
に基づいて尿温の測定結果を補正する機能を担わせて、且つ、起床時間帯を第１実施形態
よりも長く設定している点が異なるだけで、他の構成は同じであるため説明は省略して、
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以下では異なる点を説明する。
【０１００】
　図７は、本発明の尿温測定装置の第２実施形態に係る尿温測定用トイレ装置の測定予備
処理を示す動作フローチャート、図８は、第２実施形態に係る尿温測定装置である尿温測
定用トイレ装置の尿温測定処理を示す動作フローチャート、図９は、被験者の睡眠時間と
尿温測定部２０による尿温の測定結果の補正値との関係を示すグラフの一例である。なお
、図９に示すグラフは、便器装置１０のＲＯＭ２２ｃに予め記憶されているものとする。
【０１０１】
　以下では、測定予備処理について説明した後に、尿温測定処理について説明を行う。
【０１０２】
　図７に示す第２実施形態における測定予備処理では、ステップＳ１１０からステップＳ
１１１までの処理動作は、図３に示す第１実施形態における測定予備処理のステップＳ１
０からステップＳ１１までの処理動作と同様であるため説明を省略し、第１実施形態と異
なる処理について説明する。
【０１０３】
　図７に示すように、便器装置１０に対して被験者Ｐの起床時間帯が設定されると（ステ
ップＳ１１１）、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、所定の制御信号をリモコン装置３０へ
送信し、リモコン装置３０の表示部３４に、被験者Ｐの就寝時刻の入力を要求する旨の文
字情報が表示される。なお、本実施形態では、起床時間帯として、第１実施形態よりも長
い起床時刻の前後４時間の時間帯を設定するものとし、例えば、被験者Ｐが通常起床して
いる午前７時を起床時刻として入力した場合には、午前３時から午前１１時までの時間帯
が起床時間帯として設定される。
【０１０４】
　リモコン装置３０の表示部３４に表示された文字情報を確認した被験者Ｐは、リモコン
装置３０の操作部３２における就寝時刻設定ボタン（図示せず）を押圧操作して、被験者
Ｐの就寝時刻を設定入力する（ステップＳ１１２）。
【０１０５】
　ここで、被験者Ｐの就寝時刻として、日常生活において被験者Ｐが平均的に就寝する時
刻を設定入力する。また、尿温測定を行う日の前日に被験者Ｐが就寝する予定の時刻、あ
るいは尿温測定を行う直近の実際の就寝時刻を毎回設定入力するようにしてもよい。本実
施形態では、被験者Ｐの就寝時刻として、午前０時が設定入力されたとする。
【０１０６】
　被験者Ｐの就寝時刻が操作部３２の操作により入力されると、リモコン装置３０のＣＰ
Ｕ３６ａは、入力された就寝時刻の情報を通信部３８を介して便器装置１０へ送信する。
【０１０７】
　就寝時刻の情報を通信部２４を介して受信すると、便器装置１０におけるＣＰＵ２２ａ
は、受信した就寝時刻の情報をＲＡＭ２２ｂへ記憶する。これにより、便器装置１０に対
して被験者Ｐの就寝時刻が設定される（ステップＳ１１３）。
【０１０８】
　次に、尿温測定用トイレ装置の尿温測定処理について図８を参照して説明する。
【０１０９】
　図８に示す第２実施形態における尿温測定処理では、ステップＳ１２１からステップＳ
１３１まで、ステップＳ１３５からステップＳ１３７の処理動作は、図４に示す第１実施
形態における尿温測定処理のステップＳ２１からステップＳ３１まで、ステップＳ３２か
らステップＳ３４の処理動作とそれぞれ同様であるため説明を省略し、第１実施形態と異
なるステップＳ１３２からステップＳ１３４までの睡眠時間に基づく尿温の補正処理につ
いて説明する。
【０１１０】
　図８において、被験者Ｐの排尿行為が起床後の初回の排尿行為であると判断すると（ス
テップＳ１３１：Ｙｅｓ）、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、被験者Ｐの睡眠時間を算出
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する（ステップＳ１３２）。すなわち、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、測定予備処理に
おけるステップＳ１１３においてＲＡＭ２２ｂに記憶された被験者Ｐの就寝時刻からステ
ップＳ１２３においてＲＡＭ２２ｂに記憶された測定実施時刻までの時間を被験者Ｐの睡
眠時間として算出する。
【０１１１】
　次に、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定部２０による測定結果に対する補正が
必要であるか否かを判断する（ステップＳ１３３）。すなわち、便器装置１０のＣＰＵ２
８は、ステップＳ１３２で算出した被験者Ｐの睡眠時間がＲＯＭ２９に予め記憶されてい
る所定の時間範囲外であるか否かを判断する。
【０１１２】
　ここで、本実施形態における特徴である睡眠時間に基づく尿温の測定結果の補正につい
て説明する。被験者Ｐが起床してから初めて測定する尿温、すなわち、本発明における起
床時尿温は、被験者Ｐの睡眠時間の長短によっても変動する。このため、被験者Ｐの睡眠
時間が基礎体温を測定するために最適といわれている睡眠時間より所定の時間範囲以上ず
れていた場合、尿温測定部２０による尿温測定結果が実際の基礎体温から健康管理データ
としては無視出来ない程度に乖離することがある。
【０１１３】
　例えば、被験者Ｐの睡眠時間が４時間未満であるとき、睡眠中に体温が十分に低下しな
いため、尿温測定部２０の尿温測定結果が実際の基礎体温よりも高い値を示す。一方、例
えば、被験者Ｐの睡眠時間が９時間以上であるとき、睡眠中に体温が上昇するため、尿温
測定部２０の尿温測定結果が実際の基礎体温よりも高い値を示す。
【０１１４】
　したがって、本実施形態では、基礎体温を知るための起床時刻帯での尿温を測定する際
に、尿温測定部２０による計測によって得られた計測結果を実際の基礎体温に適合させる
ために、尿温測定部２０による計測結果を被験者Ｐの睡眠時間のデータに基づいて補正し
たものを最終的な尿温測定結果とするようにしている。
【０１１５】
　なお、前記の基礎体温を測定するために最適な睡眠時間は、一般に、約７時間前後であ
ると言われていることから、上記所定の時間範囲として、約７時間前後を予め設定してお
くと被験者自身が入力する手間が省けてよい。したがって、本実施形態では、所定の時間
範囲として、６．５時間～７．５時間をＲＯＭ２２ｃに記憶しているものとする。
【０１１６】
　そして、ステップＳ１３３の判断の結果、被験者Ｐの睡眠時間が所定の時間範囲外であ
り、尿温測定部２０による測定結果に対する補正が必要であると判断すると、便器装置１
０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定部２０による計測結果を、被験者Ｐの睡眠時間のデータに
基づいて補正し、補正後の値をＲＡＭ２２ｂへ記憶する（ステップＳ１３４）。その後、
この補正された後のデータを基にして第１実施形態と同様な処理を行って、測定結果が日
別尿温表示パターン４４でリモコン装置３０の表示部３４に表示される。このとき、便器
装置１０のＣＰＵ２２ａは、補正手段として機能する。
【０１１７】
　ここで、尿温測定部２０による測定結果を、被験者Ｐの睡眠時間のデータに基づいて補
正する処理について図９を用いて説明する。
【０１１８】
　図９は、被験者Ｐの睡眠時間と尿温測定部２０による尿温の測定結果の補正値との関係
を示したグラフの一例である。尿温測定部２０による尿温の測定結果の補正値は、図９に
示すように、被験者Ｐの睡眠時間が約７時間前後であるときに最小値を示す関係式で表さ
れ、この関係式は予め設定されて補正関係式として便器装置１０のＲＯＭ２２ｃに記憶さ
れている。
【０１１９】
　補正処理に当たっては、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、この補正関係式をＲＯＭ２２
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ｃから読み出す。
【０１２０】
　そして、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、ＲＯＭ２２ｃから読み出した補正関係式に、
被験者Ｐの睡眠時間のデータを代入することにより、尿温測定部２０による尿温の測定結
果の補正値を算出する。例えば、図９に示すように、被験者Ｐの睡眠時間が１０時間であ
る場合には、補正値は、０．２５℃であると算出される。
【０１２１】
　その後、便器装置１０のＣＰＵ２２ａは、尿温測定部２０による尿温の測定結果から上
記補正値を引算することにより、補正後の尿温測定結果を算出するのである。
【０１２２】
　このように、本実施形態では、被験者Ｐの睡眠時間が所定の時間範囲外のときに、尿温
測定部２０による計測データを被験者Ｐの睡眠時間のデータに基づいて補正したデータを
測定結果として、リモコン装置３０の表示部３４に表示するので、被験者Ｐの睡眠時間の
長短に関わらず、補正後の正確な尿温測定結果を得ることが可能となる。
【０１２３】
　その結果、例えば、これまで睡眠時間を長く取りすぎて起床時刻が通常よりも遅くなり
基礎体温情報として採用できなかった測定状況で計測される尿温値も、起床時の尿温値と
して採用することが可能である。言い換えれば、基礎体温測定情報として利用できる起床
時刻帯をより広くすることが出来るため、被験者の基礎体温測定の時刻の選択幅を広げる
ことが可能となり、測定の利便性が増す。
【０１２４】
　以上、本発明の実施の形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例
示であり、発明の開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変
形、改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【０１２５】
　例えば、上記した各実施形態では、尿温測定部２０により被験者Ｐの尿温の測定を実施
した時刻として、便器装置１０のＣＰＵ２２ａが、尿温測定部２０から尿温の検出信号を
受信した時刻を採用したが、これに限らず、被験者Ｐによりリモコン装置３０の操作部３
２における測定開始ボタンが押圧操作された時刻を採用することもできる。また、尿温測
定部２０により被験者Ｐの尿温の測定を実施した時刻に関連付けられた何らかの時刻を採
用してもよい。
【０１２６】
　本発明の実施の形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙した
に過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施の形態に記載されたものに限定されるもの
ではない。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】第１実施形態に係る尿温測定用トイレ装置全体の外観構成を示した概略図である
。
【図２】尿温測定用トイレ装置が備えた便器装置及びリモコン装置のブロック構成図であ
る。
【図３】尿温測定用トイレ装置の測定予備処理を示す動作フローチャートである。
【図４】尿温測定用トイレ装置の尿温測定処理を示す動作フローチャートである。
【図５】尿温測定用トイレ装置が備えた便器装置のＲＯＭに記憶された複数の表示パター
ンの具体例を示す説明図である。
【図６】尿温測定用トイレ装置が備えた便器装置のＲＯＭに記憶された複数の表示パター
ンの具体例を示す説明図である。
【図７】第２実施形態に係る尿温測定装置である尿温測定用トイレ装置の測定予備処理を
示す動作フローチャートである。
【図８】第２実施形態に係る尿温測定装置である尿温測定用トイレ装置の尿温測定処理を
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【図９】被験者の睡眠時間と尿温測定部による尿温の測定結果の補正値との関係を示すグ
ラフの一例である。
【符号の説明】
【０１２８】
１　　　　　　尿温測定用トイレ装置
１０　　　　　便器装置
１２　　　　　便器本体
１２ａ　　　　ボール部
１４　　　　　尿温測定装置本体部
１４ａ　　　　ケーシング
１６　　　　　便座
１８　　　　　便蓋
２０　　　　　尿温測定部
２２　　　　　便器装置制御部
２２ａ　　　　　ＣＰＵ
２２ｂ　　　　　ＲＡＭ
２２ｃ　　　　　ＲＯＭ
２４　　　　　通信部
２６　　　　　計時部
３０　　　　　リモコン装置
３２　　　　　操作部
３４　　　　　表示部
３６　　　　　リモコン制御部
３６ａ　　　　　ＣＰＵ
３６ｂ　　　　　ＲＡＭ
３６ｃ　　　　　ＲＯＭ
３８　　　　　通信部
４４　　　　　日別尿温表示パターン
４６　　　　　時刻別尿温表示パターン
Ｐ　　　　　被験者
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